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消 防 危 第 １ １ ５ 号 
平成 27 年６月５日 

各都道府県知事 
各指定都市市長 

消 防 庁 次 長 
（公 印 省 略） 

 
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について（通知） 

 
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令（平成２７年総務省令第５

６号。以下、「改正省令」という。）が本日公布・施行されることとなりました。 
電気を動力源とする自動車等に水素を充塡するための設備を有する給油取扱

所（以下、「圧縮水素充塡設備設置給油取扱所」という。）については、従来、

危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）第１７条第３項第５

号及び危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令第５５号。以下、「規則」

という。）第２７条の５により技術上の基準が定められていたところであります

が、今般、液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充塡設備設置給油取扱所につい

ても、その技術上の基準を定めるべく、規則の一部を改正したところです。 
貴職におかれましては、下記事項に十分留意の上、その運用に配慮されると

ともに、各都道府県知事におかれましては、貴都道府県内の市町村に対しても

この旨周知されるようお願いします。 
 

記 
 
第１ 液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の技術上の 

基準に関する事項 
液化水素の貯槽を設置する圧縮水素充塡設備設置給油取扱所の技術上の基

準として、主に以下のものが規定されたこと。 
（１）液化水素関連設備に自動車等が衝突することを防止するための措置（規

則第 27 条の５第５項第３号関係） 
従来の圧縮水素充塡設備設置給油取扱所では、規則第 27 条の５第５項

第３号において、圧縮機、ディスペンサー等の設備について、自動車等が

衝突することによる水素漏洩等の被害を防止するための措置が求められ

ているところ、液化水素の貯槽、液化水素を気化する送ガス蒸発器等につ

いても、同様の措置を講じることが規定されたこと。 
（２）液化水素関連設備からの水素漏洩による給油取扱所内の人的被害を防止

 殿 
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するための措置（規則第 27 条の５第６項第１号関係） 
従来の圧縮水素充塡設備設置給油取扱所では、規則第 27 条の５第６項

第１号において、圧縮水素充塡設備からの水素漏洩による給油取扱所内の

人的被害を防止するための措置（障壁の設置）が求められているところ、

液化水素の貯槽、送ガス蒸発器についても、同様の措置を講じることが規

定されたこと。 
（３）給油取扱所で発生した火災の熱の影響を液化水素の貯槽に及ぼさないよ

うにするための措置（規則第 27 条の５第６項第６号関係） 
給油取扱所の固定給油設備又は固定注油設備から火災が発生した場合

に、その熱が液化水素の貯槽に影響を及ぼすおそれのないようにするため、

距離を設ける等の措置を講じることが規定されたこと。 
 
第２ 用語の整理等に関する事項 
  「充てんする」を「充塡する」に、「圧縮水素充てん設備設置給油取扱所」 
を「圧縮水素充塡設備設置給油取扱所」に改める等、用語の整理等を行ったこ 
と。 
 

第３ 施行期日に関する事項 
施行期日は、公布の日（平成２７年６月５日）とされたこと（改正省令附則

関係）。 



○
総
務
省
令
第
五
十
六
号

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
危
険
物
の
規

制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
五
の
見
出
し
を
「
（
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
基
準
の
特
例
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
充
て
ん
す
る
」
を
「
充
塡
す
る
」
に
、
「
圧
縮
水
素
充
て
ん
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
」
を
「
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油

取
扱
所
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
圧
縮
水
素
充
て
ん
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
」
を
「
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設

置
給
油
取
扱
所
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
圧
縮
水
素
充
て
ん
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
」
を
「
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給

油
取
扱
所
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
圧
縮
機
、
蓄
圧
器
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ガ
ス
配
管
並
び
に
圧
縮
水
素
及
び
液
化
石

油
ガ
ス
の
受
入
設
備
」
を
「
液
化
水
素
の
貯
槽
、
送
ガ
ス
蒸
発
器
、
圧
縮
機
、
蓄
圧
器
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
、
液
化
水
素
配
管



及
び
ガ
ス
配
管
並
び
に
液
化
水
素
、
圧
縮
水
素
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
受
入
設
備
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
圧
縮
水
素
又
は
液

化
石
油
ガ
ス
」
を
「
液
化
水
素
、
圧
縮
水
素
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
」
に
改
め
、
同
号
ホ

中
「
ガ
ス
」
を
「
液
化
水
素
又
は
ガ

(1)

ス
」
に
改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
チ
と
し
、
同
号
ニ
（

を
除
く
。
）
中
「
ガ
ス
配
管
」
を
「
液
化
水
素
配
管
及
び
ガ
ス
配
管
」

(3)

に
改
め
、
同
号
ニ

中
「
ガ
ス
配
管
」
を
「
液
化
水
素
配
管
又
は
ガ
ス
配
管
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ハ

(3)

(1)

中
「
充
て
ん
」
を
「
充
塡
」
に
改
め
、
同
号
ハ

中
「
充
て
ん
ホ
ー
ス
」
を
「
充
塡
ホ
ー
ス
」
に
、
「
充
て
ん
口
」
を
「
充
塡

(2)

口
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
へ
と
し
、
同
号
ロ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ホ

蓄
圧
器
に
は
、
自
動
車
等
の
衝
突
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
二
十
七
条
の
五
第
五
項
第
三
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

液
化
水
素
の
貯
槽
に
は
、
自
動
車
等
の
衝
突
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

送
ガ
ス
蒸
発
器
に
は
、
自
動
車
等
の
衝
突
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
二
十
七
条
の
五
第
六
項
中
「
圧
縮
水
素
充
て
ん
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
」
を
「
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
圧
縮
機
、
蓄
圧
器
及
び
改
質
装
置
」
を
「
改
質
装
置
、
液
化
水
素
の
貯
槽
、
送
ガ
ス
蒸
発
器
、
圧

縮
機
及
び
蓄
圧
器
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
ガ
ス
設
備
」
を
「
設
備
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



六

液
化
水
素
の
貯
槽
を
設
け
る
場
合
に
は
、
固
定
給
油
設
備
又
は
固
定
注
油
設
備
か
ら
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
そ
の
熱

が
当
該
貯
槽
に
著
し
く
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

○
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
総
理
府
令
第
五
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
基
準
の
特
例
）

（
圧
縮
水
素
充
て
ん
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
基
準
の
特
例
）

第
二
十
七
条
の
五

令
第
十
七
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
給
油

第
二
十
七
条
の
五

令
第
十
七
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
給
油

取
扱
所
（
水
素
を
充
塡
す
る
た
め
の
設
備
は
、
圧
縮
水
素
を
充

取
扱
所
（
水
素
を
充
て
ん
す
る
た
め
の
設
備
は
、
圧
縮
水
素
を

塡
す
る
た
め
の
設
備
に
限
る
。
以
下
「
圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設

充
て
ん
す
る
た
め
の
設
備
に
限
る
。
以
下
「
圧
縮
水
素
充
て
ん

置
給
油
取
扱
所
」
と
い
う
。
）
に
係
る
令
第
十
七
条
第
三
項
の

設
備
設
置
給
油
取
扱
所
」
と
い
う
。
）
に
係
る
令
第
十
七
条
第

規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
は
、
第
二
十

三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
は
、

七
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か

第
二
十
七
条
の
三
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ

、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

る
ほ
か
、
こ
の
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お

同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
等
」
と
あ
る
の

い
て
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
等
」
と

は
、
「
圧
縮
水
素
」
と
す
る
。

あ
る
の
は
、
「
圧
縮
水
素
」
と
す
る
。

２

圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
に
つ
い
て
は
、
令
第

２

圧
縮
水
素
充
て
ん
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
に
つ
い
て
は
、
令

十
七
条
第
一
項
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号

第
十
七
条
第
一
項
第
七
号
、
第
八
号
、
第
十
六
号
か
ら
第
十
八

ま
で
及
び
第
二
十
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

号
ま
で
及
び
第
二
十
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

３

圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
に
は
、
固
定
給
油
設

３

圧
縮
水
素
充
て
ん
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
に
は
、
固
定
給
油

備
若
し
く
は
固
定
注
油
設
備
に
接
続
す
る
専
用
タ
ン
ク
、
危
険

設
備
若
し
く
は
固
定
注
油
設
備
に
接
続
す
る
専
用
タ
ン
ク
、
危

物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
接
続
す
る
原
料

険
物
か
ら
水
素
を
製
造
す
る
た
め
の
改
質
装
置
に
接
続
す
る
原

タ
ン
ク
又
は
容
量
一
万
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
第
二
十
五
条
で
定
め

料
タ
ン
ク
又
は
容
量
一
万
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
第
二
十
五
条
で
定

る
タ
ン
ク
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
専
用
タ
ン
ク
等
」
と
い

め
る
タ
ン
ク
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
専
用
タ
ン
ク
等
」
と

う
。
）
を
地
盤
面
下
に
埋
没
し
て
設
け
る
場
合
を
除
き
、
危
険

い
う
。
）
を
地
盤
面
下
に
埋
没
し
て
設
け
る
場
合
を
除
き
、
危

物
を
取
り
扱
う
タ
ン
ク
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
都

険
物
を
取
り
扱
う
タ
ン
ク
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
五
号
の
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
五
号
の
防
火
地
域
及
び
準
防
火

域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
は
、
地
盤
面
上
に
固
定
給
油
設
備
に

地
域
以
外
の
地
域
に
お
い
て
は
、
地
盤
面
上
に
固
定
給
油
設
備

接
続
す
る
容
量
六
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
簡
易
タ
ン
ク
を
、
そ
の

に
接
続
す
る
容
量
六
百
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
簡
易
タ
ン
ク
を
、
そ



取
り
扱
う
同
一
品
質
の
危
険
物
ご
と
に
一
個
ず
つ
三
個
ま
で
設

の
取
り
扱
う
同
一
品
質
の
危
険
物
ご
と
に
一
個
ず
つ
三
個
ま
で

け
る
こ
と
が
で
き
る
。

設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

圧
縮
水
素
充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
業
務
を
行
う
に
つ

５

圧
縮
水
素
充
て
ん
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
業
務
を
行
う
に

い
て
必
要
な
設
備
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
当
該
設

つ
い
て
必
要
な
設
備
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
当
該

備
は
、
第
二
十
七
条
の
三
第
六
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
六

設
備
は
、
第
二
十
七
条
の
三
第
六
項
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第

号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め
る

六
号
の
規
定
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
定
め

と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い

る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

て
、
同
条
第
六
項
第
三
号
中
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
等
」
と
あ
る
の

い
て
、
同
条
第
六
項
第
三
号
中
「
圧
縮
天
然
ガ
ス
等
」
と
あ
る

は
「
圧
縮
水
素
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
防
火
設
備
」
と
あ
る

の
は
「
圧
縮
水
素
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
防
火
設
備
」
と
あ

の
は
「
第
二
十
七
条
の
五
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
防
火
設

る
の
は
「
第
二
十
七
条
の
五
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
防
火

備
又
は
温
度
の
上
昇
を
防
止
す
る
装
置
」
と
す
る
。

設
備
又
は
温
度
の
上
昇
を
防
止
す
る
装
置
」
と
す
る
。

一
～
二

（
略
）

一
～
二

（
略
）

三

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
改
質
装
置
（
前
号
に
掲
げ
る
改
質

三

圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド
の
改
質
装
置
（
前
号
に
掲
げ
る
改
質

装
置
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
液
化
水

装
置
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
圧
縮
機

素
の
貯
槽
、
送
ガ
ス
蒸
発
器
、
圧
縮
機
、
蓄
圧
器
、
デ
ィ
ス

、
蓄
圧
器
、
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ガ
ス
配
管
並
び
に
圧
縮
水

ペ
ン
サ
ー
、
液
化
水
素
配
管
及
び
ガ
ス
配
管
並
び
に
液
化
水

素
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
受
入
設
備
の
位
置
、
構
造
又
は
設

素
、
圧
縮
水
素
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
受
入
設
備
の
位
置
、

備
の
基
準
は
、
当
該
設
備
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
る
ほ
か

構
造
又
は
設
備
の
基
準
は
、
当
該
設
備
に
係
る
法
令
の
規
定

、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

に
よ
る
ほ
か
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

液
化
水
素
の
貯
槽
に
は
、
自
動
車
等
の
衝
突
を
防
止
す

（
新
設
）

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ

送
ガ
ス
蒸
発
器
に
は
、
自
動
車
等
の
衝
突
を
防
止
す
る

（
新
設
）

た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ニ

圧
縮
機

ロ

圧
縮
機

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(3)

(1)

(3)

ホ

蓄
圧
器
に
は
、
自
動
車
等
の
衝
突
を
防
止
す
る
た
め
の

（
新
設
）

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

へ

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー

ハ

デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー



位
置
は
、
給
油
空
地
等
以
外
の
場
所
で
あ
り
、
か
つ

位
置
は
、
給
油
空
地
等
以
外
の
場
所
で
あ
り
、
か
つ

(1)

(1)

、
給
油
空
地
等
に
お
い
て
圧
縮
水
素
の
充
塡
を
行
う
こ

、
給
油
空
地
等
に
お
い
て
圧
縮
水
素
の
充
て
ん
を
行
う

と
が
で
き
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
。

こ
と
が
で
き
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
。

充
塡
ホ
ー
ス
は
、
自
動
車
等
の
ガ
ス
の
充
塡
口
と
正

充
て
ん
ホ
ー
ス
は
、
自
動
車
等
の
ガ
ス
の
充
て
ん
口

(2)

(2)

常
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
ガ
ス
が
供
給
さ
れ
な

と
正
常
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
ガ
ス
が
供
給
さ

い
構
造
と
し
、
か
つ
、
著
し
い
引
張
力
が
加
わ
つ
た
場

れ
な
い
構
造
と
し
、
か
つ
、
著
し
い
引
張
力
が
加
わ
つ

合
に
当
該
充
塡
ホ
ー
ス
の
破
断
に
よ
る
ガ
ス
の
漏
れ
を

た
場
合
に
当
該
充
て
ん
ホ
ー
ス
の
破
断
に
よ
る
ガ
ス
の

防
止
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

漏
れ
を
防
止
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

(3)

(4)

(3)

(4)

ト

液
化
水
素
配
管
及
び
ガ
ス
配
管

ニ

ガ
ス
配
管

～

（
略
）

～

（
略
）

(1)

(2)

(1)

(2)

液
化
水
素
配
管
又
は
ガ
ス
配
管
か
ら
火
災
が
発
生
し

ガ
ス
配
管
か
ら
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
給
油
空
地

(3)

(3)

た
場
合
に
給
油
空
地
等
及
び
専
用
タ
ン
ク
等
の
注
入
口

等
及
び
専
用
タ
ン
ク
等
の
注
入
口
へ
の
延
焼
を
防
止
す

へ
の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

～

（
略
）

～

（
略
）

(4)

(5)

(4)

(5)

チ

液
化
水
素
、
圧
縮
水
素
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
受
入
設

ホ

圧
縮
水
素
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
の
受
入
設
備

備

位
置
は
、
給
油
空
地
等
以
外
の
場
所
で
あ
り
、
か
つ

位
置
は
、
給
油
空
地
等
以
外
の
場
所
で
あ
り
、
か
つ

(1)

(1)

、
給
油
空
地
等
に
お
い
て
液
化
水
素
又
は
ガ
ス
の
受
入

、
給
油
空
地
等
に
お
い
て
ガ
ス
の
受
入
れ
を
行
う
こ
と

れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
。

が
で
き
な
い
場
所
で
あ
る
こ
と
。

（
略
）

（
略
）

(2)

(2)

６

第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
圧
縮
水
素

６

第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
圧
縮
水
素

充
塡
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
特
例
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

充
て
ん
設
備
設
置
給
油
取
扱
所
の
特
例
は
、
次
の
と
お
り
と
す

。

る
。

一

改
質
装
置
、
液
化
水
素
の
貯
槽
、
送
ガ
ス
蒸
発
器
、
圧
縮

一

圧
縮
機
、
蓄
圧
器
及
び
改
質
装
置
と
給
油
空
地
等
、
簡
易

機
及
び
蓄
圧
器
と
給
油
空
地
等
、
簡
易
タ
ン
ク
及
び
専
用
タ

タ
ン
ク
及
び
専
用
タ
ン
ク
等
の
注
入
口
と
の
間
に
障
壁
を
設

ン
ク
等
の
注
入
口
と
の
間
に
障
壁
を
設
け
る
こ
と
。

け
る
こ
と
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

五

簡
易
タ
ン
ク
を
設
け
る
場
合
に
は
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド

五

簡
易
タ
ン
ク
を
設
け
る
場
合
に
は
、
圧
縮
水
素
ス
タ
ン
ド



の
設
備
か
ら
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
当
該
タ
ン
ク
へ
の
延

の
ガ
ス
設
備
か
ら
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
当
該
タ
ン
ク
へ

焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

の
延
焼
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六

液
化
水
素
の
貯
槽
を
設
け
る
場
合
に
は
、
固
定
給
油
設
備

（
新
設
）

又
は
固
定
注
油
設
備
か
ら
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
そ
の
熱

が
当
該
貯
槽
に
著
し
く
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。


